
ＥＴＣマイレージサービス利用規約（新旧対照表） 令和５年６月１日版 

 

旧（令和５年４月１日） 新（令和５年６月１日） 

（定義） 

第３条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。 

一 ＥＴＣカード 四会社との契約によりクレジットカード会社が発行したＥＴＣクレジットカード並びに四会社、首都高速道

路株式会社及び阪神高速道路株式会社（以下「六会社」といいます。）が発行したＥＴＣパーソナルカードをいいます。 

二～七 （略） 

八 パスワード マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される文字列（ただし、当該マイレージ登録者が第８

条第３項及び同条第 7 項に基づき変更した場合または四会社が第８条第６項に基づき変更した場合は、変更後の文

字列）をいいます。 

九～十一（略） 

十二 ポイント 第１０条第１項から第３項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。 

十三 還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第１２条第１項又は第１３条

の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。 

十四 （略） 

 

（定義） 

第３条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。 

一 ＥＴＣカード クレジットカード会社が発行したＥＴＣクレジットカード並びに四会社、首都高速道路株式会社及び阪神

高速道路株式会社（以下「六会社」といいます。）が発行したＥＴＣパーソナルカードをいいます。 

二～七 （略） 

八 パスワード マイレージ登録時にマイレージ登録申込者が設定する文字列（ただし、当該マイレージ登録者が第７条

第３項及び同条第７項に基づき変更した場合または四会社が第７条第６項に基づき変更した場合は、変更後の文字

列）をいいます。 

九～十一（略） 

十二 ポイント 第９条第１項から第３項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。 

十三 還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第１１条第１項又は第１２条

の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。 

十四 （略） 

十五 ホームページ 四会社の管理するＥＴＣマイレージサービスのホームページをいいます。 

十六 マイページ マイレージ登録者がホームページからログインすることにより利用できる、マイレージ登録者専用の

ページをいいます。 

（マイレージ登録） 

第４条 マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット又は郵送によりＥＴＣカードのマイ

レージ登録を四会社に申し込んでください。 

２～３ （略） 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるＥＴＣカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、

同一のＥＴＣ車載器に対して３枚までマイレージ登録を行うことができます。 

一 （略） 

二 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対し

て家族カード等の名称で発行したＥＴＣカード（以下「家族カード」といいます。） 

三 （略） 

５ （略） 

（マイレージ登録） 

第４条 マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネットによりＥＴＣカードのマイレージ登

録を四会社に申し込んでください。 

２～３ （略） 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるＥＴＣカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、

同一のＥＴＣ車載器に対して３枚までマイレージ登録を行うことができます。 

一 （略） 

二 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対し

て家族カード等の名称で発行したＥＴＣカード 

三 （略） 

５ （略） 

（インターネットによる登録申込み） 

第５条 インターネットによるマイレージ登録の申込みは、マイレージ登録申込者が有効な電子メールアドレスを保有す

る場合に限り行うことができます。 

２ インターネットによるマイレージ登録の申込みは、四会社が指定する方法により登録事項の入力を行い、送信して

行ってください。登録事項の入力が正しく行われていない申込み（有効な電子メールアドレスの記載がない申込みを含

みます。）は受け付けられません。 

（登録申込み） 

第５条 マイレージ登録の申込みは、マイレージ登録申込者が有効な電子メールアドレスを保有する場合に限り行うこ

とができます。 

２ マイレージ登録の申込みは、ホームページから登録事項の入力を行い、送信して行ってください。登録事項の入力

が正しく行われていない申込み（有効な電子メールアドレスの記載がない申込みを含みます。）は受け付けられませ

ん。 



 ３ 四会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者、及び令和５年５月３１日以前に登録を行ったマイレー

ジ登録者のうち、電子メールアドレスの登録が完了していないマイレージ登録者は、ホームページから有効な電子メー

ルアドレスを入力し、送信して登録を行ってください。有効な電子メールアドレスの登録がない場合、マイページを利用

できません。 

（郵送による登録申込み） 

第６条 郵送によるマイレージ登録の申込みは、四会社が指定する申込書に登録事項を記入し、所要の切手を貼付

の上、郵送して行ってください。申込書の記入が正しく行われなかったり、汚損等がある場合には、申込みが受け付け

られないことがあります。 

２ 登録できない申込みには、四会社からマイレージ登録申込者にその旨を通知します。 

３ 登録の可否を問わず、四会社は申込書を返却しません。 

削除 

（マイレージ登録の拒絶等） 

第７条  マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。 

一～二 （略） 

三 第２０条第１号から第３号まで及び第７号から第１２号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込

んだとき（ただし、同条第８号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から３年を、第１０号に該当する

場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第１１号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から３年

を経過したときを除きます。） 

四 マイレージ登録申込者が第２０条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合

において、当該抹消の日から３年（同条第１号から第３号までに掲げる場合にあっては１年、第１０号に掲げる場合にあ

っては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日）を経過しないとき 

五～六 （略） 

２ （略） 

（マイレージ登録の拒絶等） 

第６条  マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。 

一～二 （略） 

三 第１９条第１号から第３号まで及び第７号から第１２号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込

んだとき（ただし、同条第８号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から３年を、第１０号に該当する

場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第１１号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から３年

を経過したときを除きます。） 

四 マイレージ登録申込者が第１９条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合

において、当該抹消の日から３年（同条第１号から第３号までに掲げる場合にあっては１年、第１０号に掲げる場合にあ

っては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日）を経過しないとき 

五～六 （略） 

２ （略） 

（マイレージ登録の通知等） 

第８条 四会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイレージＩＤ及びパスワードを発行する

とともに、当該マイレージＩＤ及びパスワードその他の登録事項を、申込方法に応じて次表に掲げる方法により通知しま

す。 

申込方法 通知方法 

インターネット マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信 

郵送 マイレージ登録されている住所への書面の送付 

 

２ マイレージ登録者は、前項の通知に記載された登録事項に誤りがある場合には、速やかに四会社に申し出てくださ

い。  

３～５ （略） 

６ 四会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワード

は、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。  

（マイレージ登録の通知等） 

第７条 四会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイレージＩＤ及びパスワードを発行する

とともに、マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信により当該マイレージＩＤを通知します。 

 

 

（表の削除） 

 

 

 

２ マイレージ登録者は、登録完了後にマイページに表示される登録事項に誤りがある場合には、速やかに四会社に

申し出てください。  

３～５ （略） 

６ 四会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワード

は、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。  



マイレージ登録者 通知方法 

電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者 電子メール 

上記登録者のうち、四会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者 
郵送 

電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者 

７～８ （略） 

マイレージ登録者 通知方法 

電子メールアドレスの登録が完了しているマイレージ登録者 電子メール 

上記登録者のうち、四会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者 
郵送 

電子メールアドレスの登録が完了していないマイレージ登録者 

７～８ （略） 

（マイレージ管理口座の設定） 

第９条 （略） 

（マイレージ管理口座の設定） 

第８条 （略） 

（ポイントの付与） 

第１０条 （略） 

（ポイントの付与） 

第９条 （略） 

（ポイントの有効期間） 

第１１条 （略） 

（ポイントの有効期間） 

第１０条 （略） 

（ポイントの交換等） 

第１２条 （略） 

（ポイントの交換等） 

第１１条 （略） 

（還元額の付与） 

第１３条 （略） 

（還元額の付与） 

第１２条 （略） 

（還元額の管理等） 

第１４条 （略） 

（還元額の管理等） 

第１３条 （略） 

（ポイントの照会等） 

第１５条 

マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイレージ管理口座に計上されたポイント又は

還元額を四会社に照会することができます。 

２ 四会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている場合は、ETC マイレージサービ

スのホームページにおいて周知する通知内容について、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知しま

す。  

マイレージ登録者 通知方法 備考 

電子メールアドレスをマイレー

ジ登録しているマイレージ登録

者 

マイレージ登録されている電子メールアドレ

スへの電子メール送信 

ただし、令和４年５月

以前に郵送通知を希

望していたマイレージ

登録者へはマイレー

ジ登録されている住

所への書面を送付し

ます。 

（ポイントの照会等） 

第１４条 

マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイレージ管理口座に計上されたポイント又は

還元額を四会社に照会することができます。 

２ 四会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている場合は、ホームページにおいて

周知する通知内容について、次表に掲げる方法により通知します。  

 

通知方法 備考 

マイレージ登録されている電子メールアドレ

スへの電子メール送信 

 

マイレージ登録されている住所への書面の

送付 

ただし、マイレージ登録されている住所へ

の書面送付は、令和４年５月３１日以前

に郵送通知を希望する旨届け出ていた

マイレージ登録者に限ります。 
 



電子メールアドレスをマイレー

ジ登録していないマイレージ登

録者 

マイレージ登録されている住所への書面の

送付 

 

 

（利用停止） 

第１６条 

１～２ （略） 

３ 前２項の規定により、ＥＴＣマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレージ登録者は第８条第３項、第１０

条、第１２条から第１４条まで、第１７条及び第２１条に定めるサービスを受けることができません。（ただし、第２１条第５

項の場合であって、電話又は所定の書面により届出がされたときを除きます。） 

４～６ （略） 

（利用停止） 

第１５条 

１～２ （略） 

３ 前２項の規定により、ＥＴＣマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレージ登録者は第７条第３項、第９条、

第１１条から第１３条まで、第１６条及び第２０条に定めるサービスを受けることができません。（ただし、第２０条第５項

の場合であって、電話又は所定の書面により届出がされたときを除きます。） 

４～６ （略） 

（登録カードの変更） 

第１７条 （略） 

（登録カードの変更） 

第１６条 （略） 

（解約） 

第１８条 （略） 

（解約） 

第１７条 （略） 

（マイレージ登録の取消し） 

第１９条 

四会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累計数及び還元額が７３０日間増減しなか

ったときは、マイレージ登録者に予告することなく当該マイレージ登録を取り消すことができます。この場合において、四

会社は登録取消し完了の通知を行いません。 

２ （略） 

３ 第１項に規定する増減は、第１０条第３項のポイントの付与、第１１条第３項のポイントの消滅又は第１３条第２項の

還元額の付与による増減を除きます。 

（マイレージ登録の取消し） 

第１８条 

四会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累計数及び還元額が７３０日間増減しなか

ったときは、マイレージ登録者に予告することなく当該マイレージ登録を取り消すことができます。この場合において、四

会社は登録取消し完了の通知を行いません。 

２ （略） 

３ 第１項に規定する増減は、第９条第３項のポイントの付与、第１０条第３項のポイントの消滅又は第１２条第２項の還

元額の付与による増減を除きます。 

（マイレージ登録の抹消等） 

第２０条 

四会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレー

ジ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。 

一 第４条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第２１条により変更を届け出た車載器管理番

号によって特定されるＥＴＣ車載器を正当に保有しないことが判明したとき～七 （略） 

二～十二 （略） 

（マイレージ登録の抹消等） 

第１９条 

四会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレー

ジ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。 

一 第４条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第２０条により変更を届け出た車載器管理番

号によって特定されるＥＴＣ車載器を正当に保有しないことが判明したとき 

二～十二 （略） 

（届出事項の変更等） 

第２１条 

マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに四会社

に届け出てください。 

届出事項 届出方法 備考 

（届出事項の変更等） 

第２０条 

マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに四会社

に届け出てください。 

届出事項 届出方法 備考 



氏名 

所定の書面 

（氏名変更を証する書面を添

付してください。）  

婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があ

った場合に限ります。 

生年月日 

所定の書面（生年月日の変更

（訂正）を証する書面を添付し

てください。） 

法人の場合、創立記念日等 

住所 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

電話番号 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

ＥＴＣ車載器情報 （ＥＴＣ車載

器管理番号） 

インターネット、電話又は所定

の書面 
 

ＥＴＣ車載器情報 （車両番号） 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

登録カードの有効期限 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

電子メールアドレス インターネット  

お知らせメールの希望の有無 インターネット  

ポイント残高のお知らせ（第１５

条第２項の通知をいいます。）

の希望の有無 

インターネット、電話又は所定

の書面 

インターネット又は電話による届出は「通知

を希望しない」又は「電子メールにて通知」

への変更に限ります。 

また、所定の書面による届出は、郵送通知

を「希望しない」に変更する場合に限りま

す。 

自動還元サービスの希望の有

無 

インターネット、自動音声ダイ

ヤル、電話又は所定の書面 
 

２～５ （略） 

氏名 

所定の書面 

（氏名変更を証する書面を添

付してください。）  

婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があ

った場合に限ります。 

生年月日 

所定の書面（生年月日の変更

（訂正）を証する書面を添付し

てください。） 

法人の場合、創立記念日等 

住所 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

電話番号 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

ＥＴＣ車載器情報 （ＥＴＣ車載

器管理番号） 

インターネット、電話又は所定

の書面 
 

ＥＴＣ車載器情報 （車両番号） 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

登録カードの有効期限 
インターネット、電話又は所定

の書面 
 

電子メールアドレス インターネット  

お知らせメールの希望の有無 インターネット  

ポイント残高のお知らせ（第１４

条第２項の通知をいいます。）

の希望の有無 

インターネット、電話又は所定

の書面 

インターネット又は電話による届出は「通知

を希望しない」又は「電子メールにて通知」

への変更に限ります。 

また、所定の書面による届出は、郵送通知

を「希望しない」に変更する場合に限りま

す。 

自動還元サービスの希望の有

無 

インターネット、自動音声ダイ

ヤル、電話又は所定の書面 
 

２～５ （略） 

（発行クレジットカード会社による手続き） 

第２２条 

発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの同意を得て、第５条、第６条、第１２

条第１項、第１７条第１項、第２１条第１項に定める手続きを、四会社に対して申し込むことができます。 

２～３ （略） 

（発行クレジットカード会社による手続き） 

第２１条 

発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの同意を得て、第５条、第１１条第１

項、第１６条第１項、第２０条第１項に定める手続きを、四会社に対して申し込むことができます。 

２～３ （略） 

（譲渡等の禁止） （譲渡等の禁止） 



第２３条 （略） 第２２条 （略） 

（ＥＴＣマイレージサービスに係る通信費用等） 

第２４条 （略） 

（ＥＴＣマイレージサービスに係る通信費用等） 

第２３条 （略） 

（販売促進用資料等の送付） 

第２５条 （略） 

（販売促進用資料等の送付） 

第２４条 （略） 

（個人情報の保護） 

第２６条 （略） 

（個人情報の保護） 

第２５条 （略） 

（免責事項） 

第２７条 （略） 

（免責事項） 

第２６条 （略） 

（規約の変更） 

第２８条 （略） 

（規約の変更） 

第２７条 （略） 

（ＥＴＣマイレージサービスの終了） 

第２９条 （略） 

（ＥＴＣマイレージサービスの終了） 

第２８条 （略） 

（運営者の変更） 

第３０条 （略） 

（運営者の変更） 

第２９条 （略） 

（取扱窓口） 

第３１条 （略） 

（取扱窓口） 

第３０条 （略） 

（準拠法） 

第３２条 （略） 

（準拠法） 

第３１条 （略） 

（合意管轄裁判所） 

第３３条 （略） 

（合意管轄裁判所） 

第３２条 （略） 

（本人確認） 

第３４条 （略） 

（本人確認） 

第３３条 （略） 

（その他） 

第３５条 （略） 

（その他） 

第３４条 （略） 

附 則 

（実施期日） 

1 この規約は、令和５年４月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

1 この規約は、令和５年６月１日から実施します。 

 

  



ＥＴＣマイレージサービス プライバシーポリシー（新旧対照表） 令和５年６月１日版 

 

旧（令和５年４月１日） 新（令和５年６月１日） 

（２）個人情報の収集 

 

運営者は、ＥＴＣマイレージサービスをお客様に提供するために、ＥＴＣマイレージサービスのホームページ及びマイレ

ージ登録申込み書等で、氏名、生年月日、住所、電話番号、車載器情報、ＥＴＣカード番号、電子メールアドレスな

ど、ＥＴＣマイレージサービスを提供するために必要最小限の個人情報を収集いたします。 

（２）個人情報の収集 

 

運営者は、ＥＴＣマイレージサービスをお客様に提供するために、ＥＴＣマイレージサービスのホームページ等で、氏

名、生年月日、住所、電話番号、車載器情報、ＥＴＣカード番号、電子メールアドレスなど、ＥＴＣマイレージサービスを

提供するために必要最小限の個人情報を収集いたします。 

 


